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小名浜港の航行可能な水域及び利用可能な係留施設について 
 
小名浜港では、地震津波被災後、港湾施設の供用を図ってまいりましたが、

更に平成２３年４月１日１２時より、航行可能な水域と係留施設を下記のとお

り供用開始します。 
 

記 
 １ 航行可能な水域 

別添図の「航行可能な水域」（青色）と表示された水域 
 
 ２ 追加した利用可能な係留施設 

大剣ふ頭地区の専用岸壁（小名浜石油埠頭㈱）の高圧ガス桟橋 
 

 
 ※既に供用している係留施設   

① 藤原ふ頭第１号岸壁及び同第２号岸壁 
  ② 大剣ふ頭第７号岸壁及び同第８号岸壁 
  ③ 大剣ふ頭小名浜石油（株）２号危険物桟橋（Ｂ） 
   
 【留意事項】 

①港内には、漂流物、沈没物等の障害物が依然として存在しています。  
②入出港の航行経路は、中央航路とし、原則、日中航行とします。 
③港内には、錨泊できる十分な水域がありませんので、原則、港外錨泊と

します。  
  ④入港できる船舶は、港湾管理者が岸壁使用を認めた船舶及び港内での用

務がある船舶とします。 
 
 
 
 
 
 

【問い合わせ先】 
         福島県小名浜港湾建設事務所   電話 0246-54-2111 

（いわき市役所小名浜支所内） 
         東北地方整備局小名浜港湾事務所 電話 0246-53-7100 
         福島海上保安部         電話 0246-53-7112 

マスコミ公表資料 



小名浜港 施設復旧状況 (平成２３年４月１日１２：００現在)

６

： 航行可能な水域

： 利用可能な係留施設

： 通行可能な道路（一部規制有）

（-15m）
（-9m）

（-7.5m）

（-12m）
（-10m）

【藤原ふ頭】
第1号岸壁（－10m） 185m
公共 《3/16 利用再開》

（-13m）

（-7.5m）

（-6.5m）

（-6.5m）

（-10m）

（-14m）

【藤原ふ頭】
第2号岸壁（－12m） 240m
公共 《3/16 利用再開》

【大剣ふ頭】
第7・8号岸壁（－7.5m） 260m
公共 《3/28 利用再開》

： 調査中の水域

福島県 小名浜港湾建設事務所
第二管区海上保安本部 福島海上保安部
国土交通省 東北地方整備局 小名浜港湾事務所

【大剣ふ頭地区】
２号危険物桟橋(B) （－6.5m）
専用（小名浜石油） 《3/28 利用再開》

： 調査中の水域（危険物積載船舶指定錨地）

標識灯(黄色)標識灯(黄色)

： 標識灯（黄色）（４秒１閃光）

【大剣ふ頭】
高圧ガス桟橋（－6.5m）
専用（小名浜石油埠頭） 《4/1 利用再開》
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